
 

 

 

伊万里市介護保険条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

 

令和６年３月２５日 

 

                   伊万里市長 深 浦 弘 信 



 

伊万里市条例第８号 

伊万里市介護保険条例の一部を改正する条例 

 

伊万里市介護保険条例（平成１２年条例第５号）の一部を次のように改正する。 

第４条第１項中「令和３年度から令和５年度まで」を「令和６年度から令和８年

度まで」に改め、同項第１号中「第３９条第１項第１号」を「第３８条第１項第１

号」に、「３８，７００円」を「３５，２２０円」に改め、同項第２号中「第３９

条第１項第２号」を「第３８条第１項第２号」に、「５８，０５６円」を

「５３，０２８円」に改め、同項第３号中「第３９条第１項第３号」を「第３８条

第１項第３号」に、「５８，０５６円」を「５３，４１２円」に改め、同項第４号

中「第３９条第１項第４号」を「第３８条第１項第４号」に改め、同項第５号中

「第３９条第１項第５号」を「第３８条第１項第５号」に改め、同項第６号から第

１１号までを次のように改める。 

 ⑹ 令第３８条第１項第６号に掲げる者 ９２，８８０円 

 ⑺ 令第３８条第１項第７号に掲げる者 １００，６２０円 

 ⑻ 令第３８条第１項第８号に掲げる者 １１６，１００円 

 ⑼ 令第３８条第１項第９号に掲げる者 １３１，５８０円 

 ⑽ 令第３８条第１項第１０号に掲げる者 １４７，０６０円 

 ⑾ 令第３８条第１項第１１号に掲げる者 １６２，５４０円 

 第４条第１項に次の２号を加える。 

 ⑿ 令第３８条第１項第１２号に掲げる者 １７８，０２０円 

 ⒀ 令第３８条第１項第１３号に掲げる者 １８５，７６０円 

第４条第２項中「令和３年度から令和５年度まで」を「令和６年度から令和８年

度まで」に、「２３，２２０円」を「２２，０６８円」に改め、同条第３項中「令

和３年度から令和５年度まで」を「令和６年度から令和８年度まで」に、

「３８，７００円」を「３７，５４８円」に改め、同条第４項中「令和３年度から

令和５年度まで」を「令和６年度から令和８年度まで」に、「５４，１８０円」を



 

「５３，０２８円」に改める。 

第６条第３項中「第３９条第１項第１号イ」を「第３８条第１項第１号イ」に、

「又はこの条例第４条第１項第６号イ、第７号イ、第８号イ、第９号イ若しくは第

１０号イ」を「、第６号ロ、第７号ロ、第８号ロ、第９号ロ、第１０号ロ、第１１

号ロ又は第１２号ロ」に、「第３９条第１項第１号から第５号まで又はこの条例第

４条第１項第６号から第１０号まで」を「第３８条第１項第１号から第１２号ま

で」に改める。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の伊万里市介護保険条例の規定は、令和６年度分の保険料から適用し、

令和５年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。 


